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1.概要 

(1) 電子申告・電子納税について 

 

　宿泊税申告納入の手続きについて、地方税ポータルシステム「eLTAX（エルタックス）」を

ご利用いただくことができます。 

　ご利用の際は、初回にアカウントの登録が必要です。複数の施設を経営されている方は、

一つのアカウントから各施設の申告・納税が可能です。 

　また、他税目で電子申告を行っているなど、すでに利用者 IDがある場合は、申告税目を

追加することでご利用いただけます。 

 

(2) eLTAX（エルタックス）とは 

 

　地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して

電子的に行うシステムです。eLTAX は、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同

機構」が開発・運用するシステムであり、電子的な一つの窓口によるそれぞれの地方公共団

体への手続きを実現しています。 

　eLTAX では、無料で利用できる eLTAX 対応ソフトウェアとして、PCdesk（WEB 版）、PCdesk

（DL 版）、PCdesk（SP 版）、PCdesk Next の 4 種類が提供されています。 

 

　本手引きに記載している機能 

※他税目等の手続きについては、「PCdesk Next ガイド【申告等】」をご確認ください。 

 

※国税の電子申告・納税システム「e-Tax（イータックス）」とは異なります。 

 

 利用できる機能 PCdesk（WEB 版） PCdesk Next

 利用届出（新規） ○ ×

 申告 × ○

 納税 ○ ×
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2.アクセス方法 

(1) eLTAX 各種リンク 

 

(2) eLTAX 各種問い合わせ 

 
サイト名・リンク

 eLTAX（地方税ポータルシステム） 

：https://www.eltax.lta.go.jp/

 
PCdesk（WEB 版）ログイン画面 

：https://www.portal.eltax.lta.go.jp/apa/web/webindexb 

 

PCdesk（WEB 版）ガイド 

：https://www.eltax.lta.go.jp/documents/02679

 PCdesk Next ログイン画面 

：https://portal.pcdesknext.eltax.lta.go.jp/group-u/login/userLogin 

 

PCdesk Next ガイド 

：https://www.eltax.lta.go.jp/documents/08930

 
内容 問い合わせ先

 eLTAX 全般 

・eLTAX の利用開始・利用者 ID・暗証番号、利用届出に関

するお問い合わせ 

・電子申告、電子申請・届出、電子証明書・電子署名に 

関するお問い合わせ

eLTAX ヘルプデスク 

0570-081459 

上記がつながらない場合 

03-6745-0720
 PCdesk 全般 

・PCdesk（WEB 版）のご利用に関するお問い合わせ

 PCdesk Next 全般 

・PCdesk Next の利用開始・プラグインのインストールに

関するお問い合わせ 

・PCdesk Next のご利用に関するお問い合わせ

PCdesk Next ヘルプデスク 

0570-029410

https://www.eltax.lta.go.jp/
https://www.portal.eltax.lta.go.jp/apa/web/webindexb
https://www.eltax.lta.go.jp/documents/02679
https://portal.pcdesknext.eltax.lta.go.jp/group-u/login/userLogin
https://www.eltax.lta.go.jp/documents/08930
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3.アカウント登録方法（初回のみ）　PCdesk（WEB 版） 

(1) 利用者 ID の取得 

 

　eLTAX を初めて利用するにあたり、利用者に関する情報を登録します。利用届出が提出さ

れると、eLTAX のログインに必要な利用者 ID が発行されます。ここでは、宿泊税の電子申

告のため、新規に利用者 ID を取得する流れを説明します。 

　他税目で電子申告を行っているなど、すでに利用者 ID がある場合の申告税目追加につい

ては、18 ページへお進みください。 

 

　①　PCdesk（WEB 版）にアクセスし、「利用届出（新規）」をクリック。 

　URL：https://www.portal.eltax.lta.go.jp/apa/web/webindexb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portal.eltax.lta.go.jp/apa/web/webindexb


4 

　②　利用規約が表示されるので、内容を確認し「同意する」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　③　「利用種別選択」で、納税者の利用種別を選択。 
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　④　「提出先選択」で、提出先を選択し「次へ」をクリック。 

　提出先：中国　→　≫　→　島根県　→　≫　→　松江市 
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　⑤　「利用者情報入力」で、利用者情報の各項目を入力し「次へ」をクリック。 

　（個人の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページへ
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　（法人の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページへ

「支店」を選択 

「事業所名」欄が表示されるため、

宿泊施設名を入力 ・・
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　⑥　「提出先・手続き情報入力」で、税目等を選択し「追加」「次へ」をクリック。 

　（個人の場合） 

　利用税目：「宿泊税」、提出先事業所等：「松江市」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊税

宿泊税
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　（法人の場合） 

　利用税目：「宿泊税」、提出先事業所等：「松江市」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊税

宿泊税

・
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　（複数の宿泊施設を所有する場合） 

　利用税目：「宿泊税」、提出先事業所等：「松江市」 

　「利用者情報の住所又は所在地とは異なる情報を入力する。」を選択し、表示される入力

欄に必要事項を入力後、「追加」クリックを繰り返す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊税

・

・
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　⑦　「入力内容確認」で、内容を確認し「次へ」をクリック。 

　（個人の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページへ
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宿泊税
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　（法人の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページへ

支店
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宿泊税
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　⑧　「証明書選択」で、電子証明書を選択し「次へ」をクリック。 

　　（「利用者情報入力」で「関与税理士有り」を選択した場合は、次に出てくる「電子 

　　署名の選択」で「電子署名を付与」をクリック。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　⑨　利用届出（新規）送信結果が表示される。 
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(2) 申告税目の追加（取得済 ID を使用する場合） 

 

　他税目で電子申告を行っているなど、すでに利用者 ID がある場合、申告税目に「宿泊税」

を追加することで、同じ利用者 IDを使用して宿泊税の申告等が可能になります。 

 

　①　PCdesk（WEB 版）を起動し、利用者 ID・暗証番号を入力し、「ログイン」をクリック。 

　URL：https://www.portal.eltax.lta.go.jp/apa/web/webindexb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portal.eltax.lta.go.jp/apa/web/webindexb
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　②　「利用者メニュー」で、「利用者情報」内の「提出先・手続き変更」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　③　「提出先・手続き一覧」で、「追加」をクリック。 
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　④　「提出先・手続き追加」で、都道府県・市町村・申告税目・区・事務所等を選択し「検 

　　索」をクリック。 

　　都道府県：島根県、市町村：松江市、申告税目：宿泊税、区・事務所等：松江市 

 

 

　「提出先候補一覧」に表示された項目を選択し「追加」をクリック。 
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　⑤　「追加対象提出先」を選択し、課税地・事業所名を入力後、「反映」をクリック。 

　　反映内容（点線内）を確認し、「次へ」をクリック。 
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　⑥　「利用者情報変更送信結果」が表示される。 
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4.電子申告の方法　PCdesk Next 

(1) ログイン 

 

　宿泊税の電子申告を行います。 

 

　①　PCdesk Next を起動し、利用者区分を選択、利用者 ID・暗証番号を入力し、「ログイ 

　　ン」をクリック。 

　URL：https://portal.pcdesknext.eltax.lta.go.jp/group-u/login/userLogin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.pcdesknext.eltax.lta.go.jp/group-u/login/userLogin
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　②　「【宿泊税】納入申告書（定額）」または「【宿泊税】納入申告書_特例申告（定額）」 

　　のどちらかをクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次ページへ
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　※特例申告とは、特別徴収義務者の申告納入手続の負担を軽減するため、要件を満たす場

合は、申請し、承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けた場合の申告方法

です。要件の詳細は「宿泊税特別徴収事務の手引」（松江市 HP 掲載）でご確認ください。 

　　この特例を受けると、3か月分をまとめた年 4回の申告納入期限となります。 

 

 

 

 宿泊のあった月 申告納入期限

 12 月分、1月分、2月分 3月末日

 3 月分、4月分、5月分 6月末日

 6 月分、7月分、8月分 9月末日

 9 月分、10月分、11月分 12月末日
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(2) 電子署名環境確認 

 

　①　「手続き説明」で、「電子署名環境を確認する」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　②　「電子署名環境確認」で、「提出先を選択する」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

　※電子署名環境に問題がある場合、「ご利用の端末で署名環境が確認できません。署名

環境の準備を行ってください。」とのメッセージが表示されます。「署名環境を準備ま

たはアップデートする」をクリックし、eLTAX ホームページから署名用のプラグイン

をインストールしてください。 
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　③　「提出先選択」で、提出先を選択し「入力へ進む」をクリック。 

　提出先：中国　→　≫　→　島根県　→　≫　→　松江市　→　≫　→　松江市 
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(3) 申告内容入力 

 

　①　「申告」で、【特別徴収義務者情報】【施設情報】【納入税額】を入力、【添付書類】に 

　　宿泊税納入申告書・月計表（松江市 HPに掲載の様式）を添付。 

　（毎月の申告の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
次ページへ
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ここに宿泊税納入申告書 

・月計表を添付

修学旅行等であることの証明書 

が提出された場合はここに添付
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　（特例申告の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページへ
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ここに宿泊税納入申告書 

・月計表を添付

修学旅行等であることの証明書 

が提出された場合はここに添付
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　②　「申告確認」で、内容を確認し「電子署名へ進む」をクリック。 

　（毎月の申告の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページへ
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宿泊税納入申告書・月計表.xlsx
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　（特例申告の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページへ
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宿泊税納入申告書・月計表（特例申告）.xlsx
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(4) 電子証明書読込 

 

　①　「電子証明書読込」で、電子証明書を選択し「電子署名確認へ進む」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　②　「電子署名確認」で、内容を確認し「署名・申告する」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

　③　「申告完了」と表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　※過去の申告データは、30日経過すると照会できなくなります。 

　※「PDF ダウンロード」をクリックすると、「PDF 出力中」と表示され、PDF 形式の申告デ

ータファイルをダウンロードできますので、必ずダウンロードの上保管してください。 

　※申告データファイルは「申告確認」画面、又はトップメニューの「申告内容照会」画面

からもダウンロードできます。 

 

　④　続けて納税を行う場合は、「PCdesk(WEB 版)へ」をクリック。 
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5.電子納税の方法　PCdesk（WEB 版） 

(1) メッセージボックス（受付完了通知）の確認 

 

　送信した申告書が受理されると、受付完了通知が発行されます。この受付完了通知はメッ

セージボックスに格納されます。 

 

　①　PCdesk（WEB 版）を起動し、利用者 ID・暗証番号を入力し、「ログイン」をクリック。 

　URL：https://www.portal.eltax.lta.go.jp/apa/web/webindexb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portal.eltax.lta.go.jp/apa/web/webindexb
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　②　「利用者メニュー」で、「メッセージ」内の「メッセージ照会」をクリック。 
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　③　「メッセージ一覧」で、表示したいメッセージを選択し「表示」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表示

✓
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(2) 納税の手続き 

 

　(1)で申告済みの案件については、PCDesk（Web 版）で電子納税を行うことができます。 

 

　①　メインメニューから「利用者メニュー」に戻り、「申請届出・納税」内の「納税メニ

ュー」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　②　「納付情報発行依頼」内の「電子申告連動」をクリック。 
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　③　「納付対象申告一覧」内「検索条件指定」で、条件を選択または入力し「検索」をク 

　　リック。 

　税目区分：「宿泊税」 

　申告区分：「納入申告（定額）」または「納入特例申告（定額）」 

　事業年度・期別等：申告した範囲を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　④　「納付対象申告一覧」内「納付対象申告一覧」で、電子納税を行う案件を選択し「次 

　　へ」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓
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　⑤　「納付・納入金額一覧」で、内容を確認し「次へ」をクリック。 
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　⑥　「納付・納入金額確認」で、内容を確認し「送信」をクリック。 
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　⑦　「納付・納入金額確認」で、内容を確認し「納税メニューへ」をクリック。 
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　⑧　「確認・納付」内の「納付情報発行依頼の確認・納付」をクリック。 
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　⑨　「納付情報一覧」内「検索条件指定」で、条件を選択または入力し「検索」をクリッ

ク。 

　手続名：「宿泊税　納入申告（定額）」または「宿泊税　納入特例申告（定額）」 

　事業年度・期別等：申告した範囲を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　⑩　「納付情報一覧」内「納付情報一覧」で、電子納税を行う案件を選択し「次へ」をク

リック。 
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　⑪　「納付情報確認」で、内容を確認し「次へ」をクリック。 
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　⑫　「納付方法選択」で、希望する納税方法を選択し「次へ」をクリック。 
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　⑬　「納付確認」で、内容を確認し「次へ」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

　⑭　「ワンタイムパスワードを入力」で、ワンタイムパスワードを入力し「確認」をクリ

ック。 

 

 

　⑮　「納付確認」が表示されたら納税完了。 
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6.問い合わせ先 

　　松江市財政部市民税課諸税係 

　　〒690-8540　松江市末次町 86番地　松江市役所本館 2階（22 番窓口） 

　　TEL：0852-55-5154 

　　FAX：0852-55-5545 

　　メール：shiminzei@city.matsue.lg.jp 

　　松江市 HP（宿泊税に関するページ）： 

　　https://www.city.matsue.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/shukuhakuzei/22627.html  

令和 7年 11 月発行


